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研究テーマ（発表タイトル） 

第 3 号被保険者制度を考える 

 

１．研究概要（目的・狙いなど） 

日本の公的年金制度の被保険者区分である「第３号被保険者制度」は、被保険者間の保険料負担の格差を生み出し、

制度自体にも不自然な点が存在する。これらの問題点があるにもかかわらず、1986 年の制度導入から今日まで第 3 号被保険

者制度は大きな改正が行われることなく続いてきたのはなぜか。本研究では国民側、政府側の２つの視点から分析を行う。その

上で、第 3 号被保険者制度がこれからどうあるべきかを考察し、政策提言を行う。 

２．研究テーマの現状分析（歴史的背景、マーケット環境など） 

第３号被保険者制度に対しては、さまざまな不自然な点が指摘されている。それらの議論は以下のようにまとめることができる。 

① すべての女性の年金権確立を目指して導入された経緯があるが、制度導入以前も第３号に相当する人の約７割  

（750 万人）は任意で国民年金に加入しており、したがって負担能力もあった。 

② 扶養者である夫が高収入であるほど第 3 号被保険者となる人が多い。 

③ 第 3 号被保険者制度導入以前から、片働き世帯は減少し、共働き世帯は増加している。 

④ ①～③であるにもかかわらず、第３号被保険者が年金保険料を負担しない制度が 1986 年から始まり今日まで続いている。 

このように現状を分析するならば、第 3 号被保険者制度は本当に導入されるべきであったのか疑問である。 

３．研究テーマの課題 

第３号被保険者制度は、有識者によって多くの問題点や必然性が指摘され、多くの議論がなされてはいるが、見直されずに

いる。私達の課題は、これほどまでに問題点が明らかな制度がなぜ見直されることなく存続しているのか、という点に関して解明し、

その要因にアプローチして合理的な年金制度の構築と運用に有効な提案をすることである。また、私達はこの課題について、「国

民視点」と「政府視点」という観点から分析した。 

まずは「国民視点」からの分析である。まず、この観点から指摘できることは３つある。第一に「年金に関する教育機会の少なさ」

である。現在、学校教育で年金教育はほとんどなく、国民は年金制度を学ぶ機会がとても少ない。第二に「年金への関心度の低

さ」である。政府が行った年金に関する世論調査をみてみると、若い世代を筆頭に年金に無関心な人が多い。第三に「第 3 号被

保険者制度に関する報道の少なさ」である。第３号被保険者については、ほとんど報道がなされていないため国民の認識が薄い

ことが考えられる。これらのことから第３号被保険者制度は当事者以外、制度の仕組みを知る機会はほとんどない。 

以上の３点から、私達は以下の図式を導き出した。第２号被保険者は年金に対して無知・無関心、さらに報道も少ないこと



から実際に第３号被保険者の保険料を負担していることを知らない。また、知る機会が無い。対して第３号被保険者は、制度

によって年金を負担しなくて良いという恩恵を受けているため制度の存続を望む。制度により負担を強いられている側はその事実

を知らず、恩恵を受けている側に利益がもたらされる。この両者の奇妙なバランスこそが、第３号被保険者制度が持続し続ける

原因ではないか。 

次に「政府視点」からの分析である。現在政府は逼迫する厚生年金の財政を立て直すため、そして女性の社会進出を加速さ

せるために第３号被保険者制度の見直しを目指している。しかし、第３号被保険者制度は 30 年にわたって運営されてきた制

度であるため既得権益ともからみ、様々な立場の人を考慮すると改正案がとても複雑化する。有識者の間でも見解が分かれ具

体的な制度改正にむけて踏み切れない。 

以上のように、私達は国民と政府のそれぞれの立場や現状、さまざまな都合が第３号被保険者制度を今日まで持続させた

原因であると分析し、課題点として挙げる。 

４．課題解決策（新たなビジネスモデル・理論など） 

私達は第３号被保険者制度の課題を踏まえ、「年金教育の拡充」と「第３号被保険者制度の廃止」を解決策として挙げる。 

年金教育の拡充とは、学校教育における体系的な年金制度の学習である。現在、日本には年金教育がほとんどなく、個人の努

力で年金知識を身につける他ない。年金制度への無知は、将来の制度活用や制度のあり方に大きく影響する。新たに年金教

育をカリキュラムに組み込むことで、第３号被保険者制度をはじめとする年金問題の解決を目指す。 

さらに、第３号被保険者制度を廃止することを提案する。その場合、第３号被保険者となっていた人達は第１号被保険者とし、

第１号被保険者と同様に保険料を負担することとする。この提案の理由は、 

① 第３号被保険者にあたる人が新たに保険料を負担することで、被保険者間の保険料負担の格差を是正すること。 

② 現状分析であげた４つの不自然な点を解消すること。 

③ 第３号被保険者制度導入以前と同じような形にするといったよりシンプルな改正を目指すこと。 

以上３点である。この改正案によって、より整合性のある年金制度が実現すると考える。 

５．研究・活動内容（アンケート調査、商品開発など） 

基本的には 2 つの柱で研究を進めた。一つは制度分析である。これについては文献（年金に関する書物、第３号被保険者

制度に関する論文等）、文献以外の資料（厚生労働省のウェブサイトなど）を徹底的に参照することにより、必要な情報を過

不足なく収集することに努めた。 

もう一つは報道量に関する調査である。朝日新聞と日経新聞を中心に第３号被保険者制度についての記載がある記事がど

れだけなされているか調査を行った。調査期間は平成 26 年 8 月 31 日から平成 28 年８月 31 日の２年間である。 

６．結果や今後の取り組み 

今回の分析では、国民視点からみても政府視点からみても、第３号被保険者制度という制度は合理的に存続してしまうことが

わかった。しかしながら、私達はこの制度が日本の公的年金制度にとって必要だと考えるが存在価値があると確信を持つことが出

来ない。それにより負担を強いられている人達が存在している限り被保険者間の保険料負担の格差を生み出している状況は、

持続可能な年金システムの構築の観点からも改善されなければならない。そのために今後は私達の提案の１つである「年金教

育の拡充」を導入するために大規模なアンケート調査を実施し、年金教育によりもたらされる効果を実証したい。このことによって

提案の有効性を高めることが出来る。このことが本研究の次の取り組みとなる。 

また、第３号被保険者には出産や子育てなどのやむを得ない事情により年金を支払うことが出来ない人達が存在する。今後

は制度を廃止した場合に、それらの人達へどのような配慮をすべきかについて研究したい。 
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